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平成３０年１２月 
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総 務 課 
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教 育 次 長 阿 部 雅 行 君    
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◎議事日程   

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  議会運営委員会の報告 

日 程 第 ３  会期の決定 

日 程 第 ４  諸般の報告 

日 程 第 ５  閉会中の所管事務調査報告 

日 程 第 ６  村政及び教育行政執行状況報告 

日 程 第 ７ 意見書案第５号 ＪＲ根室線の早期災害復旧と路線維持を求める意見書 

日 程 第 ８ 報告第８号 
平成２９年度中札内村教育委員会の活動状況に関する点検・評

価の報告について 

日 程 第 ９ 議案第６４号 
中札内村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

日程第１０ 議案第６５号 
中札内村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１１ 議案第６６号 
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第１２ 議案第６７号 村有住宅使用条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第６８号 十勝圏複合事務組合規約の変更について 

日程第１４ 議案第６９号 中札内交流の杜に係る指定管理者の指定について 

日程第１５ 議案第７０号 平成３０年度中札内村一般会計補正予算について 

日程第１６ 議案第７１号 
平成３０年度中札内村国民健康保険特別会計補正予算につい

て 

日程第１７ 議案第７２号 平成３０年度中札内村介護保険特別会計補正予算について 

日程第１８ 議案第７３号 
平成３０年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予算につい

て 

日程第１９ 議案第７４号 
平成３０年度中札内村公共下水道事業特別会計補正予算につ

いて 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会宣告 

 

○議長（髙橋和雄君） ただいまの出席議員数は７人です。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成３０年１２月中札内村議会定例会を開

会いたします。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございます。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番北嶋議員と７番中井議員

を指名いたします。 

 

◎日程第２ 議会運営委員会の報告 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第２、議会運営委員会の報告を求めます。 

 議会運営委員会が終了し、報告書の提出がありました。 

 委員長の報告を求めます。 

 中井議会運営委員会委員長、よろしくお願いをいたします。 

（中井康雄議会運営委員会委員長登壇） 

○議会運営委員会委員長（中井康雄君） おはようございます。 

平成３０年中札内村議会１２月定例会について、１１月３０日、全委員、副村長及び総務

課長の出席のもとで、議会運営委員会を開催し、その運営について協議を行いましたので、

内容をご報告いたします。 

今定例会への村長提案は、報告が１件、議案が１１件で、報告は、教育委員会の活動状況

点検・評価の報告についてであり、議案については、条例の一部改正が４件、規約変更が１

件、指定管理者の指定についてが１件、一般会計及び特別会計の補正予算が５件となってお

り、そのほか、行政執行状況報告がなされます。 

議会提案等では、諸般の報告、閉会中の所管事務調査報告で２件の報告があり、意見書・

請願等につきましては意見書１件、陳情１件が提出されており、陳情については資料配布と

いたしました。 

会期につきましては、本日から１４日までの８日間であります。 

一般質問は、４名から４問の通告がありましたが、これにつきましては１４日最終日に行

う予定であります。 

質の高い、政策論議となりますよう、お願いいたします。 

以上、協議内容について、ご報告いたします。 

○議長（髙橋和雄君） 議会運営委員会の報告が終わりました。 
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◎日程第３ 会期の決定 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第３、会期の決定を議題にいたします。 

 お諮りをいたします。 

 この定例会の会期は、本日から１２月１４日までの８日間にしたいと思います。 

 このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から１２月１４日までの８日間に決定をいたしました。 

 

◎日程第４ 諸般の報告 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第４、諸般の報告をいたします。 

 ９月定例会以降、閉会中における議会の活動状況と監査委員の例月出納検査報告書並び

に定期監査所見については、印刷したものをお手元に配布しましたので、了解をお願いい

たします。 

 

◎日程第５ 閉会中の所管事務調査報告 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第５、閉会中の所管事務調査報告について、両委員会による合

同所管事務調査と総務厚生常任委員会所管事務調査の２件の報告書の提出がありましたの

で、報告を求めます。 

 最初に、総務厚生・産業文教両常任委員会合同村内所管事務調査について、両委員長を

代表して北嶋産業文教常任委員会委員長にお願いをいたします。 

 よろしくお願いをいたします。 

○産業文教常任委員会委員長（北嶋信昭君） それでは、総務厚生常任委員会・産業文教常

任委員会合同所管事務調査報告をいたします。 

赤ナンバー４番をご覧ください。 

総務厚生常任委員会と産業文教常任委員会は、今年度の合同村内所管事務調査を１０月

１７日に実施し、村公共施設の管理状況、工事の進捗・完成状況、道道静内・中札内線、札

内川上流地域などについて調査を行いました。 

交流の杜では、サッカー場天然芝の状況を確認しましたが、これまで適正に管理されてき

た成果により、良好な芝の状態が保たれていました。 

今後も、天然芝サッカー場ができる限り長期に使用できるよう適正管理を維持し、大会や

合宿誘致に努力され、交流の杜が有効に活用されていくことを期待します。 

中札内団地のストック改善工事状況は、内外装のリニューアルのほか、断熱性能向上、浴

室のユニットバス化、給湯ボイラーの設置など、生活環境向上が図られています。 

しかし、周辺は、畑の無管理状態、自然生えの樹木の放置、老朽化した庭柵が目に付くな

ど、周辺環境が適正に保たれていない状況が見受けられました。 

また、かしわ公園との境に植えられたトドマツが大きく成長し、周辺に支障を及ぼしてい

る状況にもありました。 

日本で最も美しい村連合加盟村であることを改めて意識し、工事の実施に当たっては周
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辺環境まで視野を広げ計画するとともに、入居者には管理責務を果たすよう促す必要があ

ります。 

多目的運動施設改修工事現場では、室内に入った印象は、天井が低く感じ、ゲートボール

以外のスポーツには使用しにくいのではないかとの印象をもちました。 

利用団体等と連携を図られ、より多くの住民に利用される施設となるよう管理・運営に努

められるとともに、ゲートボール競技人口を増やす取り組みが必要です。 

また、西側道路への落雪対策は、今年の冬の落雪状況を見て検討すると以前の議会で答弁

されていましたが、現地を視察し、改めて早目の対策を講じる必要があると感じました。 

再度、対策を検討されることを求めます。 

中央公園は、利活用が課題となっており、近年、イベント利用がされていませんでしたが、

今年は、盆踊り会場として利用され、盛り上がりを見せていました。 

今後も継続されていくことを願うところです。 

現地で感じたことは、南側森林が成長したことによりうっそうと暗い雰囲気であり、除間

伐、下刈りなどの手入れが必要と思います。 

また、健康遊具やトイレ、恵津美川に架かる木橋は老朽化しており、撤去、修繕などの適

正管理についても計画していただきたいと思います。 

現在、住民で組織する検討委員会において、公園のあり方に関する調査・検討がされてい

ますが、効率的な利活用と適正な管理が図られるよう、有意義な議論がされることを期待し

ます。 

ごみステーション改良状況は、その状況を確認するため、中札内団地横にあるごみステー

ションを視察調査しました。 

現地のゴミステーションは、すでに側面と底面にネットが張られており、最小限の経費で

試験的改善に努力されていると感じました。 

しかし、樹脂製のネットは消耗するもので、短い期間で取替えなければなりません。 

農村部に設置している蓋付きのタイプに変えていく検討も必要ではないかと感じました。 

行政区によっては自分たちが工夫し対策を講じているところもあり、このような活動も

大切な行政区活動であると思います。 

戸蔦大橋は、一昨年の台風１０号で被害を受け、復旧工事を行っていましたが、当初予定

より早い９月３日から通行が再開し、戸蔦別川西地域との交流も元に戻り、買い物客などの

経済的効果にも寄与していると思います。 

しかし、根本的原因である河床の洗掘は続いており、今も予防対策が必要な状況にありま

すが、国による砂防地域への指定協議も進んでいるとのことであり、砂防事業により改善策

が施されるよう、今後の展開に期待します。 

堆肥化処理施設では、今年度実施している、屋根修繕工事と施設全体の状態について視察

調査を行いました。 

堆肥化処理施設は、供用開始から１１年しか経過していませんが、この間、外構舗装等補

修、鉄骨ブレース取替え、乾燥舎基礎修繕、屋根修繕などに多くの修繕費を支出しています。 

現状でも、施設の鉄骨は錆の発生が進んでおり、来年度以降も更に修繕費を要する状況に

あるようです。 

全ての修繕に村の予算を投じていますが、今後も村税で負担し続けることは困難であり、

問題化していくのではと考えます。 

堆肥の生産量は、当初計画の１／３程度に止まっており、生産量を上げる研究をされ、生
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み出される収益を修繕費用の財源とするなどの改善が望まれます。 

最近は、バイオガス事業の導入が検討されていますが、堆肥生産原料の不足とならないか

十分精査し、導入の検討を進めていただきたいと思います。 

大規模草地育成牧場牛舎は、すでに４０頭ほどの牛が入舎していましたが、新指定管理者

による運営に移行されることから、スムーズな引継ぎと早期に円滑運営となるよう願うと

ころです。 

牧場の運営は、自主経営が成り立つよう、適正な預託料と経費抑制の研究を今後も行う必

要があります。 

また、新指定管理者は、酪農家組織により運営されている法人であることから、自ら進ん

で牧場を利用され、空きがない施設運営に努められることを望みます。 

札内川園地では、札内川側の安全対策として防護柵設置工事がされていましたが、函の沢

側の落差部分には防護柵が設置されておらず、防護柵を設置する必要性を感じたところで

す。 

現地の状況を確認し検討していただきたいと思います。 

函の沢護岸工作物は、更に洗掘が進んでいる状況であり、現状の護岸対策以外の方法も視

野に、早期に抜本的対策を講じるよう求めます。 

また、札内川園地での紅葉が、多くの村民にも観ていただけるよう、紅葉情報を情報無線

で周知を行うなど、来園者増のためＰＲをしていく必要があります。 

調査に合わせ、園地内で計画されている札内川ダム管理用道路の用地を確認しましたが、

俳句の碑ゾーンを分断する形で道路が通される計画であり、俳句の碑所有者や関係者にそ

のことを説明し、同意された上で取進められることを求めます。 

また、その周辺にバンガローの移設が案としてあるようですが、既存の旧レストハウスや

焼肉ハウス、テニスコート等と関連させ、全体的活用が広がる工夫をしていただきたいと思

います。 

道道静内中札内線、札内川上流地域調査は、雪崩や土砂崩れの被害により札内川ヒュッテ

から奥に進入することはできませんでした。 

一昨年の台風１０号の影響で大規模土砂崩れが発生し、山肌は岩盤が表れているなど、雪

崩を誘発しやすい状況になり、昨年度の冬はこれまで想定していなかった大規模の雪崩が

発生したとのことでした。 

札内川上流地域の環境は変わりつつあり、道路管理に要する負担は大きく増加している

と感じました。 

今後も道道の維持管理には多額な費用を要しますが、帯広市のほか４町２村の水道水、発

電用水、農業用水を供給する水源地である札内川上流地域の水質保全管理のため不可欠な

道路であるという認識を原点に、今後とも適度・適正な管理がされていくことを求めます。 

以上、合同村内所管事務調査といたします。 

○議長（髙橋和雄君） これで両委員会合同調査の報告を終わらせていただきます。 

 次に、総務厚生常任委員会所管事務調査について、男澤総務厚生常任委員会委員長、お願

いをいたします。 

○総務厚生常任委員会委員長（男澤秋子君） それでは、総務厚生常任委員会所管事務調査

報告をいたします。 

赤ナンバー５番をご覧ください。 

総務厚生常任委員会は、今年度の所管事務調査として、１０月２５日に、午前は十勝複合
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事務組合のくりりんセンターと十勝リサイクルプラザを、午後はとかち広域消防局を視察

調査いたしました。 

調査参加者は、総務厚生常任委員５名と議会事務局員２名の計７名であります。 

十勝複合事務組合ですが、目的は、我々が排出する生活ゴミが、くりりんセンターでどの

ように処理されているのか、また、国の廃棄物処理計画への対応や経年により更新期を迎え

ているくりりんセンター施設更新の検討状況について調査を行いました。 

くりりんセンターは、平成８年１０月から供用開始し、平成１２年４月から施行された容

器包装リサイクル法により、一般家庭から排出される容器包装系資源ごみの選別、圧縮、梱

包、保管、さらにリサイクル資源として引き渡すまでの事業を行っています。 

施設の概要は記載のとおりですが、構成９市町村の内、中札内村の負担割合は０．９１％

となっています。 

ゴミの焼却により発生するエネルギーは、発電に利用され、住宅２万戸が使用するに相当

する電力が発電されています。 

また、余熱は、場内暖房やロードヒーティング等に利用されています。 

関連施設として、池田町に「うめーるセンター美加登」を所有しており、焼却灰などの埋

め立てを行っています。 

埋め立て容量は３１１，２００立方メートルあり、屋根付きの施設です。 

使用年数は１５年を見込んでいますが、再資源化により埋設ゴミを減量し、できるだけ長

期に利用できる努力がされています。 

中間処理施設である十勝リサイクルプラザは、リサイクル資源として分別されたプラス

チックゴミ、ペットボトル、空き缶、空きビン、雑誌、段ボール等々を売却できるように手

作業で再度分別されて、梱包等で保管され、相場を注視しリサイクル処理業者に売却してい

ます。 

新中間処理施設の整備に向けた状況は、十勝全域での広域化も想定し、管内１９市町村に

よる新中間処理施設整備検討会議を設置し協議されており、供用開始時期を２０２７年度

とすることの方針が決定されており、建設候補地は、現くりりんセンター東側か中島霊園の

南側の２カ所に絞り込まれています。 

まとめですが、十勝圏複合事務組合は、豊かで美しい自然環境を守るため、重要な役割を

果たしていることを再確認しました。 

ごみの排出量は、市町村人口より異なりますが、平成２９年度の中札内村と更別村を比較

すると、人口差は少ないにも関らず、可燃ごみは中札内村が５０６．０１トンに対し、更別

村は２７０．１６トンで、その差は２３５．８５トン、不燃ごみでは中札内村の１１５．５

３トンに対し、更別村は９５．２１トンで、その差は２０．３５トンあり、いずれも中札内

村が多い結果です。 

現地でその理由について質問しましたが明確な回答が得られず、どのようなことにより

搬出量の差が生じているのか、研究が必要と考えます。 

リサイクルプラザは、一般家庭から出す時の分別のルールが守られておらず、リサイクル

資源とするために汚れたごみの除去や分別に余計な手間がかかっている状況がみられまし

た。 

本村はリサイクルセンターできっちりと分別し搬入していますが、不十分な分別状態で

搬入している市町があり、市町村により住民意識に差があるように感じました。 

今後も、排出時ルールが守られるよう、周期的にごみの出し方の周知やごみ減量化３Ｒ、
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リデュース（ごみを発生させない）・リユース（再使用する）・リサイクル（再資源化）の啓

発・推進が必要です。 

新中間処理施設は、２０２７年度供用開始を目標として協議が進められていますが、住民

個々が手軽にゴミの排出や資源化の分別ができるシステムを構築する研究をされ、事業に

取り組むことを望みます。 

また、今後の循環型社会の推進並びに、自然環境保護が最大限発揮できる施設となること

を期待します。 

とかち広域消防局。 

目的。 

とかち広域消防事務組合は、十勝の旧消防事務組合６消防本部を統合し、今年度で３年目

を向かえ、住民の生命、財産、安心、安全を守る重要な役割を担っています。 

また、これまで１９市町村ごとに受けていた１１９番通報が、消防指令センターに集約さ

れ、消防救急デジタル無線の運用が開始されており、広域化による効果と課題、指令室のシ

ステムについて視察調査を行いました。 

経過。 

平成１６年から十勝管内消防広域化に向けた調査・研究が始まり、平成２１年に広域化推

進室が立ち上げられ、平成２７年５月にとかち広域消防事務組合を設立、平成２８年４月か

ら業務が開始されています。 

組合概要は記載のとおりですが、管轄面積は全国１位で、３４万２，０００人余りの命と

財産を守る活動がされています。 

広域化の効果ですが、広域化に合わせて、消防救急デジタル無線及び高機能消防指令セン

ターの運用を開始し、十勝管内の１１９番通報を消防局指令センターで一元的に処理して

おり、直近署所の出動態勢に移行したことにより、現場到着時間の短縮が図られています。 

また、指令業務を一元化したことにより、初動時の出動部隊数が増強されたほか、被害の

拡大や活動が長期化した場合でも、署所間の応援補完体制が構築できるなどの強化が図ら

れました。 

事務の効率化では、消防本部事務が一元化により事務の効率化が図られ、防火管理講習や

危険物施設の許認可などの一部を消防局に集約したことにより、各消防署の負担軽減が図

られました。 

広域化後の課題ですが、組織運営の自賄い方式は、市町村の意向や地域事情が反映しやす

い反面、財政的・事務的に非効率な面があることから、段階的な解消を目指しています。 

また、消防署所、車両及び人員等の配置は、従前の体制を継承したことで地域によって整

備配置状況等に差異が生じており、広域化後５年間で統一的な消防力を目指し、基準の策定

を計画しています。 

職員給与は、消防署が所在する市町村の制度を準用していることから、同一組織内で格差

が生じており、広域化後５年間での統一を目指しています。 

その他、事務の統一及び集約化等の検討が進められています。 

まとめですが、広域化がスタートしてから３年目を向かえ、これまで大きなトラブルもな

く経過しています。 

受益者である住民は、救急･消防車の到着時間が短縮になり、出動部隊の増強等は住民サ

ービスの向上につながるなど、広域化による効果を感じました。 

課題は、自賄い方式から消防事務組合による組織運営化を図り、消防力を平準化すること
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や、各署所の業務や職員処遇などの統一化であり、改善に向けた協議を進めていただきたい

と思います。 

指令センターの視察調査では、視察中に本村からの１１９番通報があり、統合型位置情報

システム機能で通報者の位置情報や、救急車の移動状況がリアルタイムに表示されている

など、システムの内容を身近に捉えることができ、その正確さと頼もしさを感じることがで

きました。 

近年、大規模、複雑化する災害、高齢化社会の到来による救急需要の増大、専門化する火

災予防への対応が求められるなど、消防を取り巻く環境は大きく変化していますが、消防広

域化による人口減少社会に対応するコストメリット効果や消防力向上による成果が発揮さ

れるよう期待します。 

今回の調査結果が、今後の村の施策に生かされるよう、議会としても更なる研究と提言に

努めてまいります。 

以上、総務厚生常任委員会の所管事務調査報告といたします。 

○議長（髙橋和雄君） これで総務厚生常任委員会の報告を終わります。 

 

◎日程第６ 村政及び教育行政執行状況報告 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第６、村政及び教育行政執行状況報告について、村長と教育長

から申し出がありましたのでこれを許したいと思います。 

はじめに、森田村長、お願いをいたします。 

（森田匡彦村長登壇） 

○村長（森田匡彦君） 定例会の開会に当たり、９月以降の村政執行状況の主なものについ

て、ご報告申し上げます。 

以下、所管別に報告させていただきますが、一部印刷を持って配付させていただいており

ますので、ご覧いただきたいと存じます。 

はじめに総務課所管事項について申し上げます。 

総務グループについてですが、地域の防災力向上を図るため、１０月１１日文化創造セン

ターにおいて、避難所設置を想定し村民自らが避難所生活を送るなかで、「何をすべきか・

何ができるか」を考えることや避難所を運営する際の注意点を学ぶ防災訓練を９３名の村

民が参加のもと実施しました。 

また、この訓練と併せて北海道と連携した支援物資受入訓練と中札内小学校の小学６年

生３５名に対して防災教育を実施しました。 

さらに、１１月２５日には中札内中学校の教職員１８名、生徒９７名に対して総務課担当

職員より地震を中心とした災害に対する対応や危機管理について講演しております。 

北海道胆振東部地震に係る被災市町村への職員派遣でありますが、道からの要請に基づ

きむかわ町に３名の職員派遣し、罹災証明書発行事務や行政一般事務の補助に従事してき

ております。 

職員研修では、職員一人ひとりが安定した心身状態で勤務できるようストレスをコント

ロールするための方法や自分自身のストレスに対処するケアなど理解するメンタルヘルス

研修を実施しました。 

新庁舎建設基本設計業務の完了に伴う経過や設計趣旨、建築概要などの村民への説明に

ついては、１１月７日の新庁舎建設村民報告会を皮切りに、１１月２２日の上札内まちづく
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りトーク、１１月２６日のときわ野まちづくりトーク、１２月６日の行政区長会議において

実施しております。 

また、１１月２１日～１２月２０日の間、パブリックコメントを実施し、村民から意見を

募集しております。 

次に企画財政グループについてですが、平成３１年度の予算編成についてでありますが、

職員への説明会を１０月２９日に開催し、予算編成の基本的な考えを示したところであり

ます。 

平成３１年度の地方財政の見通しについてですが、総務省の概算要求においては、平成３

０年度の地方財政計画と実質的に同水準を確保することとし、地方交付税についても、総額

を確保するための要求がされておりますが、段階的に見直され平成３０年度から廃止とな

った歳出特別枠の影響は大きく、今後、国の予算編成過程の動向を注視する必要があります。 

平成３１年度は、役場庁舎建設工事が予定されているほか、公営住宅の長寿命化改善工事

や道路改修工事などの継続事業などもあり、地方債の発行による公債費の増加や基金の取

り崩しは避けられない状況であります。 

また、少子高齢化に伴う医療費や社会福祉などの扶助費の増加も見込まれるほか、１０月

からは消費税増税も予定されております。 

このような状況の中、社会経済情勢を見極め、状況の変化に応じた適切な対応が図れるよ

う、一層の危機感を持って予算編成に取り組んでまいります。 

次に、景観づくりの取り組みについては、９月５日に、初めての取り組みとして、中札内

高等養護学校の３年生を対象に、村の担当職員による景観づくりのお話とごみ拾い活動を

行ったほか、１０月３日には、小学６年生を対象に、南十勝シーニックバイウェイと協力し

て景観学習を行い、自分たちが住んでいる村の景観について、関心を持ってもらう取り組み

を実施しました。 

また、１０月２０日には、村民有志により農業と景観というテーマで農業の遷り変わりや

防風林の役割などを学ぶなかさつない景観ツアーが開催され、運営の支援を行いました。 

移住定住の取り組みについては、十勝圏の移住促進事業として１１月１１日に東京で開

催された北海道暮らしフェアに参加し、北海道への移住を検討されている方の相談対応を

行うとともに、十勝・中札内村のＰＲを実施しました。 

協働のまちづくりの取り組みについては、中学３年生を対象に、中札内村について学び、

まちづくりに関心を持ってもらうことを目的とした、模擬議会を来週１１日に開催いたし

ます。 

男女共同参画の取り組みについては、１２月５日に男女共同参画推進委員会とスペシャ

ルニーズプロジェクト実行委員会の共催事業として、助産師の山本文子さんを講師に迎え、

いのちと性をテーマに講演会を開催いたしました。 

市町村交流事業については、１１月１０日、１１日に開催されたかわごえ産業フェスタに、

東京ふるさと会の役員の皆様にご協力をいただきながら、ＪＡ中札内村、十勝野フロマージ

ュとともに物産販売や村のＰＲを行い、川越市民や姉妹都市交流委員会の皆様との交流を

深めてまいりました。 

ふるさと会の活動では、札幌ふるさと会が１０月６日に札幌すみれホテルで、東京ふるさ

と会が１２月１日に都内で開催され、関係団体代表の皆様とともに出席し、村の現状報告や

情報交換しながら親睦交流を行ってまいりました。 

次に、住民課所管事項について申し上げます。 
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住民グループについてですが、有害鳥獣駆除関係で１０月末現在の捕獲・駆除状況ですが、

エゾシカ１４３頭、ヒグマ３頭、キツネ１１１頭、カラス５５７羽、ドバト３７５羽となっ

ており、駆除にあたっていただいた猟友会の会員の皆さんのご協力に感謝申し上げます。 

労働対策では、１２月３日から冬期の雇用対策事業を実施しており、河川や保安林の支障

木処理などの作業に従事していただいているところであります。 

次に、福祉課所管事項について申し上げます。 

福祉グループについてですが、平成３０年度敬老会は、９月１５日に文化創造センターを

会場に開催し、本年度７５歳以上の対象者５８６人のうち２７５人に参加いただきました。 

会食・懇談の席では、アトラクションとして大正琴ひばりの会並びに中札内中学校吹奏楽

部による演奏をご披露いただき、盛会の中、有意義なひとときを過ごしていただきました。 

高齢者の権利擁護の関係では、１０月１８日保健センターを会場に、高齢者を狙う詐欺に

ご用心！をテーマとした講演会を中札内消費者協会と共同開催し、福祉関係者や一般住民

など６０人に参加いただきました。 

帯広警察署生活安全課坡下係長による講演では、架空請求など特殊詐欺の巧妙な手口や、

身を守るための防止策などを高齢者にも分かり易く解説いただきました。 

本年度の福祉灯油の支給につきましては、燃料価格の高騰と高止まりの情勢から、低所得

層の高齢者などが冬期間安心して暮らせるよう、支給基準の上限である１世帯あたり２万

円分の灯油購入券の支給を見込んで、本定例会補正予算で増額しております。 

次に保健グループについてですが、８月より開始いたしましたタニタ式健康ポイントス

タート事業は、現在４００人を超える参加登録をいただいており、活動量計を日常から身に

つけ自らの歩数やイベント参加を意識してもらえるなど、健康づくりの取り組みとしては

入口の段階ではありますが、一定の手応えを感じているところです。 

先の補正予算で追加・購入いたしました、活動量計のデータ送信機は、冬期間の利便性な

どを考え新たな拠点として、文化創造センター、上札内交流館に設置しております。 

関連事業といたしましては、８月と１０月に中札内交流の杜において運動セミナーを開

催したほか、９月には改善センターにおいて株式会社タニタヘルスリンク管理栄養士によ

る栄養セミナーを開催し、いずれも多くの方々に参加いただいております。 

本年においても、インフルエンザの流行が予想されるため、乳幼児から高校３年生相当の

年齢までの対象者６１６人、６５歳以上の高齢者１,１３９人へ個別に予防接種を呼びかけ

る案内を送付し、１０月２９日より接種を開始しております。 

また、児童・生徒が放課後に接種しやすくするため、１２月２１日までの期間は、受付時

間を午後４時３０分まで延長して実施しております。 

今後も効果的に周知を図り、より多くの方に受けていただき、発病と重症化の防止に努め

てまいります。 

次に、保育園についてですが、上札内保育園の学習発表会は、１１月１０日に上札内小学

校と合同による開催、中札内きらきら保育園の生活発表会は、１１月２４日の土曜日に開催

いたしました。 

いずれの発表会も、元気にのびのびと成長する子どもたちの姿や様子が伺え、家族や地域

の方々にご出席いただく中、練習の成果を十分に発揮した発表会となりました。 

次に、産業課所管事項について申し上げます。 

本年の農業生産の状況ですが、農産にあっては、６月及び７月上旬の日照不足や長雨の影

響により、全体的に生育の遅れがみられ、一部の作物においては収量も前年を下回る収穫と
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なりました。 

小麦は昨年が豊作だったことから、前年と比較して収量は下回ったものの品質は良好で

あり平年並みとなりました。 

豆類や馬鈴薯は、一部で収量が下回っているものの単価が比較的高い傾向となっており、

ビートも平年並みの収量となりました。 

畜産にあっては、生乳の生産量が昨年度よりも上回ると予想され、単価も上がり傾向で推

移していることから経営も安定している状況にあります。 

しかし、鶏卵や肉豚で単価が下がっている傾向にあるほか、３月の大雪で一部の豚舎に被

害があり、畜産全体では、生産高は前年を若干下回る見込みであります。 

中札内村農協が取りまとめた暫定生産高は、農産が５５億６，４００万円、畜産が７７億

２，６００万円、全体で前年より４．３％減の１３２億９，０００万円の見込みです。 

不順な天候にあって、懸命に努力されました生産者のみなさまをはじめ、関係機関の方々

のご労苦に対しまして、敬意と感謝を申し上げます。 

食育・地産地消関係では、中札内産食材の消費拡大と食の推進パートナー登録制度の普及

を目指した、粋匠品・食の応援団スタンプラリーは、昨年度よりも１０．６％増の総勢８２

３人から応募があり、抽選により村の特産品などを発送しております。 

応募された８２３人の内訳は、村内１９３人、道内５５１人、道外７９人で、多くの方に

中札内産食材を味わっていただけたかと思っております。 

大規模草地育成牧場は１０月２４日から冬期舎飼を開始し、１０月末時点で７２１頭を

受け入れております。 

冬期舎飼の開始に合わせて指定管理者を変更し、農事組合法人カーフゲートが牧場の管

理運営を行っております。 

また、新牛舎に導入した発情検知機器は、１１月１４日から機器の利用を開始しているほ

か、旧牛舎の給餌舎に設置する連動スタンチョンについては、１２月１４日までに設置が終

了する予定となっております。 

林業関係では、村有林整備事業として、間伐１７．０８ヘクタールが完了しているほか、

地拵え５．５９ヘクタールの発注を行い、年内に完了予定となっております。 

商工関係では、商工会が実施したプレミアム商品券事業は１１月１１日に商品券の販売

が行われ、予定していた時間よりも早い段階での完売となりました。 

なお、協賛のクーポン券事業を１１月３０日まで実施したほか、スタンプラリー事業は１

２月１１日まで実施しております。 

観光関係では、１０月１日から地域おこし協力隊制度を活用し、観光事業のコーディネー

トや観光事業の企画などを担う観光振興推進員２名を観光協会及び産業課に配属しており、

村の魅力向上を目指した取り組みを期待しているところです。 

なお、例年９月にコープさっぽろと協力して実施している札幌発着日帰りバスツアーが

北海道胆振東部地震の影響により、今年度は中止となっております。 

札内川園地は１０月３０日に今年度の営業を終えたところですが、昨年度よりも５．８％、

１，０００人程度多い、約１万８，１００人の入り込みとなりました。 

道の駅なかさつないの入り込み状況は、１０月末現在６４万人で、前年同期比４万人、５．

９％の減となっており、総売上額も１億８，９００万円で、前年同期比１，９００万円、９．

１％の減少となっておりますが、１１月１１日以降、一日１００名程の道外観光客のバスツ

アーを受け入れており、１２月２８日ごろまで毎日の受け入れを予定していることから、閑
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散時期の入り込み客増加を期待しているところです。 

なお、例年開催している道の駅フェアは、１０月７日に開催を予定していましたが、台風

２５号の接近により中止とさせていただきました。 

次に、施設課所管事項について申し上げます。 

主な工事の状況ですが、道路関係では、西戸蔦・東戸蔦３８号道路戸蔦大橋災害復旧工事

及び中島新橋橋梁補修工事を完了しております。 

建築工事では、教職員住宅建設工事、屋内多目的運動施設整備工事を終え、村営住宅改良

工事では、中札内団地２棟、泉団地２棟、すずらん団地２棟の改修工事を完了し、入居者の

移転を随時行なっております。 

定住対策事業では、中札内スタイル住宅建設奨励金３件と移住促進奨励金４件を交付し

ております。 

村営住宅入居関係では、２回の公募で４件、随時募集住宅で３件の入居を決定しておりま

す。 

本年度の除雪対象路線等は、村道延長で１６１キロメートル、歩道延長で２４キロメート

ル、駐車場等の公共施設では４７カ所を行い、冬期間通行の安全性を確保してまいります。 

１１月下旬には、除雪に携わる共同企業体運営委員会の主催による安全研修会が開催さ

れ、交通安全や労働安全対策の励行に係る研修が行われ、準備に努めていただきました。 

水道関係では、今年度の水道メーター取替え工事が完了しているほか、浄水場濾過池の濾

過砂洗浄などの機能維持に係るメンテナンスを終えております。 

以上、主要事項について申し上げ、報告に代えさせていただきます。 

○議長（髙橋和雄君） 村政の執行状況報告が終わりました。 

次に、教育委員会の執行状況報告について、髙橋教育長、お願いをいたします。 

（髙橋雅人教育長登壇） 

○教育長（髙橋雅人君） 定例会の開会にあたり、９月村議会定例会以降の教育委員会所管

事項の主なものについてご報告させていただきます。 

学校教育関係では、１１月１５日に中札内村学校教育振興会主催による学校教育研究大

会が開催され、会場校である中札内中学校で、学習指導案に基づく公開授業や、研究概要の

説明の後、三つの各分科会での研究協議で活発な意見交換などが行われました。 

本村教職員がこれまで執り進めてまいりました教育実践の一端の発信と、参加者からの

貴重な意見や助言を受けるなど、基礎的・基本的な学力の向上を図る授業の創造のための意

義ある研修となりました。 

小学生が学びながら英語に親しむ｢キッズ･イングリッシュ｣を１０月６日、文化創造セン

ターで開催し、小学３年生から６年生までの児童１７名が、自然と英語に親しめるようなゲ

ームを通して楽しみながら学びました。 

学校給食事業では、児童・生徒に、地元で生産、製造されている安全・安心な食材に対し

ての理解と愛着をより一層深めてもらおうと、１１月１６日に本村で作られました食材を

使用したふるさと味覚給食を実施しました。 

次に、社会教育の状況ですが、文化事業では、１１月３日に第６３回村民文化祭が行われ、

中札内オンステージでは子供から大人まで舞台発表を行いました。 

式典では、文化振興に貢献された方に対し文化賞等の表彰を行い、中札内村文化賞２名、

文化奨励賞１名に授与いたしました。 

作品展示事業では、村民の皆様の幅広いジャンルの作品が多数出品されました。 
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また、文化月間事業では、後援事業を含め７事業が実施されております。 

今回も企画から開催まで、多くの村民の皆さまの参加、協力を得て開催することができま

した。 

共育の日事業では、１１月３０日に地域協働型学校づくり協議会とＰＴＡ連合会との共

催で、教育講演会を開催いたしました。 

講師には中札内村出身で、帯広大谷短期大学教育助手の石澤志穂氏をお迎えし、「だから、

今の私がある～かけがえのない人とのめぐりあい～」と題し、人とのつながりの大切さにつ

いてお話をいただきました。 

当日は、村内外から約１８０名ほどの参加者の来場をいただいております。 

また、あいさつ・返事の定着を図ることを目的に実施した川柳・標語コンクールでは、小

学生から一般まで約３００点の応募があり、講演の前段に表彰式を行っております。 

交流事業関係では、川越市児童・生徒の移動絵画展を１０月３０日から文化創造センター、

また各学校において展示しています。 

また、川越市の訪問交流事業は、１月１０日から１３日までの３泊４日で、中学１年生１

２名の派遣を決定いたしました。 

青少年国際交流派遣研修事業は、新たな交流先として、北海道が昨年姉妹提携いたしまし

たアメリカ・ハワイ州にありますエバ・マカイ・ミドルスクールに３月２４日から３１日ま

での期間で派遣することとしました。該当するミドルスクール近郊でホームステイをしな

がら登校し、休日は平和について学習するプログラムなどを実施いたします。 

図書館事業では、１１月１０日から１６日までの期間、古本市を開催いたしまして、１１

日には写真絵本作家の小寺卓矢さんをお招きし、写真絵本作りワークショップを開催いた

しました。 

体育関係事業では、１０月８日に、札内川総合運動公園で７９人が参加して、ファミリー

マラソン大会を開催しております。 

以上、主要事項について申し上げ、報告に代えさせていただきます。 

○議長（髙橋和雄君） これで行政・教育両執行状況報告を終わらせていただきます。 

 

◎日程第７ 意見書案第５号 ＪＲ根室線の早期災害復旧と路線維持を求める意見書 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第７、意見書案第５号、ＪＲ根室線の早期災害復旧と路線維持

を求める意見書を議題にいたします。 

 お諮りをいたします。 

 この意見書案については、会議規則第３９条第２項の規定により、提案理由の説明を省

略したいと思います。 

 このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第５号については、提案理由の説明を省略することに決定をいた

しました。 

 意見書案第５号に対する質疑を行いたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（髙橋和雄君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 意見書案第５号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 意見書案第５号、ＪＲ根室線の早期災害復旧と路線維持を求める意見書を採決いたしま

す。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第８ 報告第８号 平成２９年度中札内村教育委員会の活動状況に関する点検・評 

価の報告について 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第８、報告第８号、平成２９年度中札内村教育委員会の活動

状況に関する点検・評価の報告について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

６条第１項の規定により、報告書の提出がありました。 

 提出者からの説明を求めます。 

 髙橋教育長、お願いをいたします。 

（髙橋雅人教育長登壇） 

○教育長（髙橋雅人君） 中札内村教育委員会の活動状況に関する点検・評価について報告

申し上げます。 

平成２９年度における教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点

検・評価を、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により行いま

したので、別冊のとおり提出し、報告申し上げます。 

なお、別冊は教育委員会議の議案として承認決定されたものであります。 

詳細については、教育次長より説明を申し上げますので、内容をご覧いただき、今後の教

育行政の執行にあたり、ご助言をお願い申し上げ、報告といたします。よろしくお願いいた

します。 

○議長（髙橋和雄君） それでは補足説明を、阿部教育次長、お願いします。 

○教育次長（阿部雅行君） 補足説明を申し上げます。 

 教育委員会では、効率的な教育行政の推進に資するとともに、村民への説明責任を果た

すため、教育委員会の事務の管理・執行・状況について、点検評価を行い、報告書を作成い

たしました。 

 今回、別添黒ナンバー６の報告書、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

中札内村議会に報告をするものです。 

 点検評価の実施を通じて、施策効果の検証と改善を図りながら、教育施策の着実な推進

に努めてまいりますので、報告書の内容をご覧いただき、ご助言をいただければと考えて

おります。 
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 なお、点検及び評価を行うに当たりましては、教育に関し、学識経験者を有する者の知

見の活用を図るとされており、司法書士の有賀真理氏から指導・助言をいただいておりま

すことを申し上げ、補足説明とさせていただきます。 

○議長（髙橋和雄君） 説明が終わりました。 

 この報告書については、報告済みとさせていただきます。 

 

◎日程第 ９ 議案第６４号 中札内村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

◎日程第１０ 議案第６５号 中札内村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

◎日程第１１ 議案第６６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

 

○議長（髙橋和雄君） この際、日程第９、議案第６４号、中札内村議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１０、議案第６

５号、中札内村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第

１１、議案第６６号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての３

件を一括して議題にいたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

森田村長、お願いをいたします。 

（森田匡彦村長登壇） 

○村長（森田匡彦君） ただいま、一括上程議題に供されました、提案の趣旨について説明

申し上げます。 

８月に人事院が国家公務員に対する給与改定の勧告を行い、その後、１１月に一般職の給

与に関する法律等が国会で成立しております。 

本村の職員給与については、これまで国家公務員に準じた改正を行ってきていることか

ら、給料及び勤勉手当等について条例の一部を改正するものであります。 

また、これまで職員に準じて改正している議会議員及び村長等特別職の期末手当につい

ても、過日開催した特別職報酬等審議会においてご審議いただき、諮問どおり答申されまし

たので、合わせて関係条例の一部を改正するものであります。 

詳細については、担当課長より説明を申し上げますので、よろしくご審議、ご決定くださ

いますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 補足説明を、川尻総務課長、お願いをいたします。 

○総務課長（川尻年和君） 私の方から、議案第６４号から６６号の条例改正につきまし

て、補足説明を申し上げます。 

 本議案は、国家公務員の人事院勧告に伴う給与法案が、１１月２８日、参議院本会議で

可決・成立したことに伴い、人事で改正を行うものであります。 

 まずはじめに、平成３０年度の人事院勧告の給料及び勤勉手当に関する概要を説明させ

ていただきます。 

 今年度も昨年度同様、民間給与との格差を埋めるため、月例給とボーナスの引き上げが

ありました。 

 給料は、初任給において、民間との間に差があることを踏まえ、新規採用職員の初任給
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を１，５００円引き上げ、若年層についても１，０００円程度の改定を行い、その他につい

ては、それぞれ４００円の引き上げを行う基本改定を行います。 

 平均改定率は０．２％になります。 

 期末勤勉手当については、支給月数を０．０５カ月分引き上げ、年合計４．４５カ月分に

改定し、引き上げ分は勤勉手当に配分されます。 

 また、平成３１年度以降においては、６月期及び１２月期の勤勉手当、期末手当が均等

になる配分となっております。 

 黒ナンバー１２番の議案関係資料１ページをお開きいただきたいと思います。 

 議会議員及び村長等の給与に関する条例の一部改正についてですが、これまでも職員に

準じて改正を行ってきており、手当は期末手当１本でございますので、期末手当の平成３

０年度１２月期分に１００分の５、０．０５カ月分を加算して、１００分の２３２．５の支

給に改正しようとするものです。 

 平成３１年度以降の改正は、０．０５カ月分引き上げ、年合計４．４５カ月分に改定しま

すが、６月期及び１２月期の期末手当が均等配分になるものであります。 

 施行日は公布の日、適用は１２月１日といたします。 

 条例可決後、年内支給をいたします。 

 また、本改正については、１１月２７日に開催した特別職報酬等審議会で諮問し、３０

日に諮問とおりの内容で答申がされております。 

 次に、職員の給与に関する条例ですが、資料の７ページになります。 

 行政職給与表新旧対照表をご覧ください。 

 平均０．２％の改定ですが、それぞれの給与において、号俸の若い方に改定率が厚くな

り、若年層に重点を置いた改定となっております。 

 戻りまして、５ページの条例の新旧対照表をご覧ください。 

 第１２条の２の宿日直手当でありますが、宿日直勤務対象職員の給料を踏まえ、勤務１

回につき４，２００円から４，４００円に改訂するものであります。 

 次に、第１４条の期末手当でありますが、支給割合を国と同様に６月期及び１２月期の

期末手当が均等になる配分とし、６月期の１００分の１２２．５及び１２月期の１００分

の１３７．５を１００分の１３０に改めようとするものであります。 

 また、第４項では、再任用職員への規定についても同様に改正するものであります。 

 次に、第１４条の４、勤勉手当についても、支給割合を国と同様に１００分の９０から

１００分の９２．５に改めようとするものであります。 

 また、同じく第４項で、再任用職員への規定を同様に改正しようとするものであります。 

 ただし、本年度については、引き上げ分０．０５カ月分を１２月期に加え、６ページ中

段、附則３及び附則４にあるように、平成３０年１２月に支給する期末手当、勤勉手当の

特例措置として、職員であれば期末手当を１００分の１３０とあるものを１００分の１３

７．５に、勤勉手当を１００分の９２．５とあるものを１００分の９５に、再任用職員につ

いても、期末手当を１００分の７２．５とあるものを１００分の８０に、勤勉手当を１０

０分の４５とあるものを１００分の４７．５と引き上げ、１２月期に配分するものであり

ます。 

 附則の施行日でありますが、改正条例は公布の日から施行し、平成３０年４月から訴求

適用するものであります。 

 ただし、期末手当に係る第１４条、勤勉手当に係る第１４条の４は、平成３０年１２月
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１日から適用するものであります。 

 附則５では、改正前に受けていた４月以降の給与は、改正後、給与条例の規定による内

払いとみなすということであります。 

 最後になります。 

 今回の人事院勧告に基づく主な給与の影響額でありますが、特別職における期末手当で

９万９，０００円、一般職では、給与改定で５３万７，０００円、勤勉手当で１２２万９，

０００円、そのほか、給与改定の跳ね返りなどで２８万７，０００円となっております。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） これで提案理由の説明は終わりました。 

 質疑については、休憩後、受けたいと思いますので、ここで休憩をさせていただきたい

というふうに思います。 

 ２０分まで休憩をいたします。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時０８分 

再開 午前１１時１９分 

 

○議長（髙橋和雄君） 皆さんがお揃いになりましたので、休憩前に引き続き、会議を開き

たいと思います。 

 日程第９、議案第６４号、それから６５号、６６号、この３件に対する質疑を一括して行

いたいというふうに思います。 

 質疑はございませんか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 改正の内容については理解をいたしました。 

 ただ１点、宿日直手当の改訂の関係ですが、昔は各職員がそれぞれ宿日直ということで、

回り順番でやっていたのですが、今、民間業者ですか、管理委託をしているから、あまりこ

の宿日直手当の部分については該当するところがないのかなというふうに思うのですが、

現在の適用されている職員というか課長というか、そこについてどういう状況なのか教え

ていただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻総務課長。 

○総務課長（川尻年和君） 今、黒田議員の質問のあった宿日直手当でございますけども、

言われているとおり、該当する部分はほとんどありません。 

 しかしながら、今回９月６日にありました北海道胆振東部地震のときに、職員が避難所

を開設に伴い、職員が宿泊しております。 

 そういったようなときに、２泊分そういったような形で職員が対応して宿泊しておりま

すので、そういったときに支給しているものであります。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 そのほか。 

 よろしいですか。 

 ないようですので、質疑を終わらせていただきます。 

 議案第６４号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第６４号、中札内村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを採決いたします。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６４号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第６５号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第６５号、中札内村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを採決いたします。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６５号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第６６号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第６６号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決い

たします。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６６号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１２ 議案第６７号 村有住宅使用条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第１２、議案第６７号、村有住宅使用条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題にいたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

森田村長、お願いをいたします。 

（森田匡彦村長登壇） 

○村長（森田匡彦君） 提案の趣旨についてご説明申し上げます。 

本案件は、村有住宅に空き室がある場合等、有効に活用できるよう条例の一部を改正する

ものであります。 
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詳細については、担当課長より説明を申し上げますので、よろしくご審議、ご決定くださ

いますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 補足説明を、川尻総務課長、お願いをいたします。 

○総務課長（川尻年和君） 議案第６７号、村有住宅使用条例の一部を改正する条例の制

定について、補足説明を申し上げます。 

 黒ナンバー１２番の議案関係資料１１ページをお開きください。 

 今回の改正は、村有住宅に空き室がある場合に、有効に村有住宅を活用できるよう改正

するものであります。 

 今現在、村有住宅を使用できる者については、村内各学校における教職員と村職員のみ

であります。 

 この但し書きを追加することで、教職員と村職員以外から使用の申し込みがあったとき

に、村長が特に認めた場合、使用が可能となるものであります。 

 なお、この条例の施行については、附則のとおり、公布の日より施行するものでありま

す。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を行います。 

 議案第６７号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

 １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） ただし、村長が特に認めた場合はというのですけど、これ、誰でも

ということなのですかね。 

 例えば、今一番困っているのは急遽中札内に来たけど住宅がないと。 

 それで結構出ていっている人がいるわけですよね。 

 そういう人がこういうふうに該当するのかしないのかということですけど。 

○議長（髙橋和雄君） 山崎副村長。 

○副村長（山崎恵司君） 私の方からちょっと説明させていただきます。 

 誰でもということではございません。 

 特にという件でございますので、そういったケースにつきましては基本的には公営住宅

に入居していただくというのが、まず第一義的だろうというふうに思っています。 

 一応想定していますのは、教職員住宅等で使用がしなくなったものを、村有住宅として

村の総務課管理の方に所管替えをしているような形でございますので、古くなってどうし

ようもなくなったものについては、その後、取り壊すとか、そういう処置をするところな

のだけれども、その場合に、特に要望があった場合に内容を検討させていただいて検討す

ると。 

 ちょっと言わせていただければ、例えば、ＪＡ等で職員が急に入ってきたときに、工場

等で一緒に共同生活をするのに通常の住宅では入れないといったようなケースがそれに該

当するかなというふうには思ってございます。 

○議長（髙橋和雄君） １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） 分かったのですけど、一番、今うちは定住者云々と言いながら、急

遽中札内に来たくても住宅がなくて違う町村に行く人が年に何人かいるのですよね。 
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 できれば違うところで話しようと思っていたのが、ちょっとこれ関連になるのかなと思

って聞くのですけど、やっぱりそういう人も大事にしていかなくてはいけないので、とり

あえずこういうところに空いているのなら入れるという形はできないものなのですかね。 

○議長（髙橋和雄君） 山崎副村長。 

○副村長（山崎恵司君） 議員の質問のとおり、そういうケースもあるかなと思うのです

が、ただ、今、公営住宅も随時入居が可能な住宅がございますので。 

 つまり、申し込んですぐ入居できるというタイプのものです。 

 所得や何かで、例えば、入居できないというケースはあるかというふうには思いますの

で、そういったことについては、短期的であればこういった住宅でということも想定でき

ないわけではないかなというふうには思います。 

 ケースによるかなというふうには思うところであります。 

○議長（髙橋和雄君） １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） いろいろ分かるのですけども。 

 ちょっとずれたら困るのですけども、とりあえず急遽来た人のために、例えば、公営住

宅が審議委員会ですか、あるけども、そこに掛からないと入れない人もいるみたいですか

ら。 

 急に中札内にどこかから来たときに、そういう人に対してはなるべく村外に行かないで、

中札内に止めるような対策も必要なので。 

 これとちょっと関連するかしないか分からないけど、違うところで話しようと思ったの

だけど、たまたまこういうことになって、そういうことです。 

○議長（髙橋和雄君） ご意見としてお聞きしておきたいと思います。 

 いいですか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 提案理由にあるように、空き室の効率的利用というのですか、そう

いうことを考えることが必要かなということであります。 

 ただ、ちょっと教えてほしいのですが、基本的には学校の教職員住宅、あるいはまた、村

職員の住宅ということが基本なのですが、現在のそれぞれのそういった住宅の戸数ですね、

管理戸数と、詳しい所在でなくて、例えば、旧中札内小学校とか中学校だとか、そういった

所在地ですね。 

 と併せて、空室があるということなのですが、何戸でどういう住宅が空室なのか。 

 その辺の状況について伺いたいというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 今すぐ出せれますか。 

 川尻総務課長。 

○総務課長（川尻年和君） まず、管理している住宅なのですけども、教員住宅として使用

しなくなった住宅があります。 

 それで、まず教員住宅は９戸、小学校に隣接するところにありますのと、ひばりヶ丘の

公園の北側に所在しております。 

 それと、中学校の敷地内に教職員住宅があるというところです。 

 それと、今、総務課管轄になっているものにつきましては、興農区の方に６戸です。 

 普及センター前に４戸、枝豆工場の西側に２戸というような形で計１５戸ということに

なります。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 
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○３番（黒田和弘君） それでは、現在空き室になっている戸数ですか。 

 村職員の住宅で管理しているところだと思うのですけど、何戸あるのか教えていただき

たいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻総務課長。 

○総務課長（川尻年和君） 今現在空き室になっている住宅でございますけども、４戸、興

農区に所在する４戸ということになります。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 そのほか。 

 よろしいですか。 

 質疑がないようですので、質疑を終わらせていただきます。 

 議案第６７号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第６７号、村有住宅使用条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたしま

す。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６７号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１３ 議案第６８号 十勝圏複合事務組合規約の変更について 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第１３、議案第６８号、十勝圏複合事務組合規約の変更につい

てを議題にいたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

森田村長、お願いをいたします。 

（森田匡彦村長登壇） 

○村長（森田匡彦君） 提案の趣旨についてご説明申し上げます。 

本案件は、十勝圏複合事務組合で共同処理しておりますごみ処理施設及び最終処分場の

設置、維持管理・運営に関する事務について、平成３１年４月１日から清水町、本別町、足

寄町及び陸別町を加えるため、組合規約の一部を変更する必要がありますので、地方自治法

の規定に基づき協議を行うため提出するものであります。 

詳細については、担当課長より説明申し上げますので、よろしくご審議、ご決定ください

ますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） それでは補足説明を、川尻総務課長、お願いします。 

○総務課長（川尻年和君） 議案第６８号、十勝圏複合事務組合規約の変更について、補足

説明を申し上げます。 

 黒ナンバー１２番の議案関係資料１２ページをお開きください。 

 今年度から組織の効率化をすることを目的に、十勝圏複合事務組合と十勝環境複合事務

組合が統合してきております。 
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 今回の十勝圏複合事務組合の規約の変更については、十勝圏複合事務組合で共同処理す

る事務のうち、ごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持管理、運営に関する事務につい

て、これまで帯広市、音更町、芽室町、更別村、幕別町、池田町、豊頃町、浦幌町に当村を

加えた９市町村で取り進めてまいりました。 

 今回、平成３１年４月１日から、清水町、本別町、足寄町、陸別町を加えるため、組合規

約の一部を改正する必要があります。 

 地方自治法第２８６条第１項、組織する地方公共団体の数を増減し、一部事務組合の規

約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県知事

の許可を受けなければならないとされています。 

 よって、本定例会で協議を行うものであります。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

 議案第６８号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 組織の編成が変わるということの内容だったかと思いますけれど

も、先ほど私の方から、総務厚生常任委員会で視察調査をした結果を報告いたしました。 

 その中で見てきた処理内容ですとかそういうことを視察した結果なども報告させていた

だきましたけれども、この今４町村が増えることによって、今、処理している内容がやは

り多くなるというように考えられるのですけども、その処理する内容や何かに支障が出な

いのかどうか。 

 ごみが多く処理しなければならなくなることと思われるので、その支障が出ないかどう

かということと、あと、加わることによって負担率もちょっと変わるのかなというように

想像するのですけれども、本村においてはどのような影響があるのかということが分かれ

ば教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 坂村住民課長。 

○住民課長（坂村暢一君） それでは、私の方からご説明申し上げます。 

 今回、４町が加入するということで、ごみの量等処理しきれるかという、まずご質問で

す。 

 昨年７月、４町の方から加入の要請がありました。 

 それを受けまして、構成市町村の部課長会議でこの要請に対していろいろ検討をしまし

た。 

 また、３０年の２月には副市町村長会議の方で要請をされました。 

 さらに十勝環境複合事務組合、旧のですね、定例会の方で理事者の報告がありました。 

 この中で、私たち、構成市町村の担当課長会議の中では、くりりんセンターの方で、この

４町のごみを受け入れても特に問題ないということをお聞きをしていますので、今、要請

がありました各段階で検討をして、特に受け入れに関しては問題ないという形で私たちも

報告を受けております。 

 それから、４町が加わることによって、中札内の分担ですね、分担率ですけれども、この

４町が加わることによって、今回、分担金見直しをすることになりました。 

 すでに加入をしている９市町村に関しては、今までの実績に応じた分担率。 
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 新たに加わる４町に関しては、３０年度から３４年度までの搬入計画量を基本容量とし

て、これを総合してそれぞれ新たな分担率を決定しております。 

 中札内に関しては、３１年度に関しては、分担金で言えば、３１年度で言えば１１０万

円ほど減るという形になります。 

 当然分担率が減りますので、分担金が減っていくというような形で、一応概算として私

たちの方に示されているところであります。 

○議長（髙橋和雄君） 金額にして約１１０万円ほど減る予定ということになるのかな。 

 よろしいですか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 内容は分かりましたし、来年度からは少しごみを処理する金額が

少し下がるのかなというようなことをお聞きいたしましたけれど、今後もやはりこうやっ

て増える町村があるというようなことが想定されるのかどうか。 

 ちょっとその点についてもお聞きします。 

○議長（髙橋和雄君） 山崎副村長。 

○副村長（山崎恵司君） ３１年４月からは、この４町が加わってごみ処理を共同処理す

ると。 

 それぞれ他の残っている町村についても、自分のところの所有している施設、つまり焼

却施設及び産廃処理施設、埋め立て処分の施設です。 

 それがいつになったら満杯になるのか、また、更新の時期がいつになるかということで、

それぞれ検証をしているというふうに聞いております。 

 それぞれ事務組合を構成してやっているところもありますし、単体でやっているところ

もあります。 

 ですから、元の環境複合事務組合としては、それぞれの市町村が加入することを想定し

ながら、現行の施設ではある程度受け入れは可能だとうふうに試算しているというふうに

は聞いています。 

 ただ、この後、炉の改修、更新が想定されていますので、それまでにはある程度計画量と

か全部合わせて、それに対応する施設を建設するという流れになるかというふうに思いま

す。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 そのほか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 質疑がないようですので、質疑を終わらせていただきます。 

 討論に入ります。 

 議案第６８号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第６８号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決いたします。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第６８号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１４ 議案第６９号 中札内交流の杜に係る指定管理者の指定について 

 

○議長（髙橋和雄君） 日程第１４、議案第６９号、中札内交流の杜に係る指定管理者の

指定についてを議題にいたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

森田村長、お願いをいたします。 

（森田匡彦村長登壇） 

○村長（森田匡彦君） 提案の趣旨について説明申し上げます。 

本案件は、中札内交流の杜の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定に基づき提案するものです。 

詳細については、教育次長より説明申し上げますので、よろしくご審議、ご決定ください

ますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） それでは補足説明を、阿部教育次長、お願いします。 

○教育次長（阿部雅行君） 補足説明を申し上げます。 

 中札内交流の杜の指定管理者の選定に当たりましては、地方自治法第２４４条の２、第

３項及び中札内村の公の施設に係る管理者の指定手続き等に関する条例第５条に基づき、

交流の杜に隣接する宿泊棟を有する株式会社ユービックを公募によらない候補者として選

定を行いました。 

 株式会社ユービックは、平成２６年度から施設の管理を受託し、適正な管理運営を行っ

ており、グラウンドの芝管理を含めて、施設の管理運営に関する知識・技術・能力を有して

いることから、引き続き選定したもので、本議会での議案として提案させていただいてお

ります。 

 指定の期間につきましては、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年

間を指定しようとするものです。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋和雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を受けたいと思います。 

 ６９号に対する質疑をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 ないようですので、質疑を終わらせていただきますがよろしいですか。 

 質疑を終わらせていただきます。 

 議案第６９号に対する討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第６９号、中札内交流の杜に係る指定管理者の指定についてを採決いたします。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６９号は、原案のとおり可決されました。 
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◎日程第１５ 議案第７０号 平成３０年度中札内村一般会計補正予算について 

◎日程第１６ 議案第７１号 平成３０年度中札内村国民健康保険特別会計補正予算につ 

いて 

◎日程第１７ 議案第７２号 平成３０年度中札内村介護保険特別会計補正予算について 

 

◎日程第１８ 議案第７３号 平成３０年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予算につ 

いて 

◎日程第１９ 議案第７４号 平成３０年度中札内村公共下水道事業特別会計補正予算に 

ついて 

 

○議長（髙橋和雄君） この際、日程第１５、議案第７０号、平成３０年度中札内村一般会

計補正予算について、日程第１６、議案第７１号、平成３０年度中札内村国民健康保険特

別会計補正予算について、日程第１７、議案第７２号、平成３０年度中札内村介護保険特

別会計補正予算について、日程第１８、議案第７３号、平成３０年度中札内村簡易水道事

業特別会計補正予算について、日程第１９、議案第７４号、平成３０年度中札内村公共下

水道事業特別会計補正予算についての５件を一括して議題にいたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

森田村長、お願いをいたします。 

（森田匡彦村長登壇） 

○村長（森田匡彦君） ただいま、一括上程議題に供されました各会計補正予算の提案の趣

旨について説明申し上げます。 

はじめに、一般会計でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額に、それぞれ３８４万４，

０００円を追加し、総額を５２億７，５３３万５，０００円に調整したものであります。 

次に、国民健康保険特別会計でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額に、それぞれ４

０５万円を追加し、総額を４億６，００９万８，０００円に調整したものであります。 

次に、介護保険特別会計でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額に、それぞれ２万７，

０００円を追加し、総額を２億７，７１６万７，０００円に調整したものであります。 

次に、簡易水道事業特別会計でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額に、それぞれ２

３万１，０００円を追加し、総額を１億２，３０３万１，０００円に調整したものでありま

す。 

次に、公共下水道事業特別会計でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額から、それぞ

れ９７６万６，０００円を減額し、総額を１億８，７３１万２，０００円に調整したもので

あります。 

詳細については、担当課長より説明申し上げますので、よろしくご審議、ご決定ください

ますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） それでは、各課長から補足説明を求めたいと思います。 

 はじめに、川尻総務課長、お願いします。 

○総務課長（川尻年和君） それでは、私の方から一般会計補正予算の補足説明を申し上

げます。 

 黒ナンバー７番、一般会計補正予算書により、歳出の主なものから説明させていただき

ますが、歳出に関係のある特定財源について、併せて説明いたします。 
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 歳入では、同様の説明を省略させていただきます。 

 最初に、総体的な事項といたしまして、先ほど決定いただきました議員報酬、村長等給

与、職員の給与に関する条例の一部改正などによる人件費の補正について、説明させてい

ただきます。 

 ４３ページをお開きください。 

 特別職の表下段、比較の欄ですが、長等の欄、期末手当９万９，０００円の増額は、０．

０５カ月分引き上げたことによるものであります。 

 議員の欄、期末手当７万５，０００円の増額も同様であります。 

 次に、４４ページをご覧ください。 

 一般職に係る給与費明細書でありますが、年度途中に育児休業等の理由により、２名の

休職がありました。 

 これを受けて、休職による減額分と給与改定による増額分、その他の異動による増減分

を調整しております。 

 具体的な増減額の明細は、次の４５ページに、給与、職員手当それぞれ給与改定に伴う

増額分、その他の増減分として記載しております。 

 次に、４３ページに戻りまして、特別職の共済費、４４ページ、一般職の共済費、それぞ

れ増加ですが、これは給与改定などによるものであります。 

 なお、介護保険特別会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計３会計の人

件費に係る部分についても給与改定によるものでありますので、人件費に係る補足説明は

省略させていただきます。 

 それでは、歳入の説明に移ります。 

 １４ページをお開きください。 

 最上段、説明欄、新庁舎ネットワーク設計等支援委託８０万４，０００円の追加は、庁内

ネットワークに関する各種資料、データの整理などの諸調整を行い、実施設計に反映する

とともに、各種システムのスムーズな移転方法を検討しようとするものであります。 

 次に、同じく１４ページ中段、２項企画費、１目企画総務費、説明欄、地方バス路線維持

対策補助金１１９万８，０００円の追加は、十勝バス広尾線の路線維持に係る平成３０年

度の補助額が確定したことによるものであります。 

 追加に当たって、路線バスの燃料単価の高騰や車両修繕、運転手募集や養成に係る経常

経費が増額になったものであります。 

 次に、１５ページ下段、３目まちづくり推進費、説明欄、郵便料１１７万６，０００円の

追加は、ふるさと納税に係る寄付者の増加により、返礼品に係る特産品の発送件数が増加

したことによるものであります。 

 また、説明欄、ふるさと納税ポータブルサイト掲載委託５１万９，０００円の追加とふ

るさと納税支援サービス使用料６４万４，０００円の追加についても、同様の理由であり

ます。 

 次に、１６ページをお開きください。 

 上段、説明欄、花咲くコンサート補助金２４３万５，０００円の減額は、チケット売上が

当初の見込みより大幅に伸びたため、剰余金が生じたことによるものであります。 

 次に中段、説明欄、豊かな環境等創成基金積立３００万円の追加は、ふるさと納税に係

る寄付金の増額に合わせて、基金へ積立を追加するものであります。 

 次に、１９ページをお開きください。 
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 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、説明欄、法外援護３９０万円の追加

は、灯油価格の高騰により、世帯当たりの支給額を５，０００円から２万円に増額するこ

とによるものでございます。 

 次に、２０ページをお開きください。 

 ４目生涯福祉費、説明欄、南十勝子ども発達支援センター負担金２０４万８，０００円

の追加は、当センターにおける人事異動によって、人件費等が増えたことによるものであ

ります。 

 また、説明欄、介護給付費６４８万１，０００円と訓練等給付費２７６万円の追加は、重

度訪問介護利用及び共同生活援助の利用増によるもので、特定財源で道支出金の民生費負

担金と併せて追加するものであります。 

 次に、２２ページをお開きください。 

 ９目後期高齢医療費、説明欄、療養給付費負担金４０７万９，０００円の追加は、平成２

９年度分の市町村療養給付費負担金額が確定したため、精算を行うものであります。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 ６款農林業費、２項農業費、４目土地改良事業費、説明欄、道営担い手畑総事業札内川右

岸北部地区負担金１４５万５，０００円の減額は、今年度の負担額が確定によるものであ

ります。 

 次に、３０ページをお開きください。 

 ３項畜産費、３目牧場費、説明欄、牧場用備品６３９万３，０００円の減額は、車両等の

購入額確定に伴い、特定財源の基金繰入金と併せて減額するものであります。 

 次に、３５ページをご覧ください。 

 ８款土木費、１項土木管理費、４目道路改修費、説明欄、調査設計委託１８２万円の減額

及び舗装路面性状調査委託業務６８万９，０００円の減額は、委託料確定によるものであ

ります。 

 また、道路改良舗装工事４９０万円の減額は、工事請負額確定によるもので、特定財源

の交付金と併せて減額するものであります。 

 次に、３６ページをお開きください。 

 ５項住宅費、４目公営住宅建設費、説明欄７１２万８，０００円の減額は、工事請負額確

定によるものであります。 

 次に、３７ページをご覧ください。 

 ６項営農用水道費、１目水道管理費、説明欄、簡水会計工事負担金９６万円の追加は、簡

易水道会計で、高区配水池の修繕が必要になったことから、負担金を追加するものであり

ます。 

 次に、３８ページをお開きください。 

 ９款、１項消防費、２目災害対策費、説明欄、需用費３７万２，０００円の追加は、９月

に発生いたしました北海道胆振東部地震で使用した備蓄食料を補充するとともに、必要な

消耗品を購入するものであります。 

 次に、４１ページをお開きください。 

 １０款教育費、５項社会教育費、３目社会教育振興費、説明欄、文化振興基金積立４００

万円の追加は、ふるさと納税に係る寄付金の増額に合わせて、基金の積み立てを追加する

ものであります。 

 次に、４目文化創造センター管理費、説明欄、工事請負費８８７万８，０００円の減額
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は、工事請負額確定によるものであります。 

 次に、４２ページをお開きください。 

 １３款諸支出費、１項、１目特別会計繰出金、説明欄の公共下水道会計１８４万８，００

０円の追加でありますが、国の交付金カットによる不足を一般会計から繰り出しをして追

加しようとするものであります。 

 次に、戻りまして、８ページをお開きください。 

 歳入について、主なものを説明いたします。 

 まず、一般財源についてでありますが、９款の地方交付税で、歳入に見合う額として１

７０万６，０００円を追加し、調整しようとするものであります。 

 次に、１０ページをお開きください。 

 １４款道支出金、２項道補助金、２、民生費補助金２２９万１，０００円の追加は、市町

村民税所得割１６万９，０００円未満の世帯における第２子以降の３歳未満時の保育料無

料化に係る補助金であります。 

 対象児童に係る国基準額の保育料のうち、２分の１が補助金として北海道から交付され

るものであります。 

 以上で一般会計補正予算の補足説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） ほかの特別会計、それから、ほかの課長さんたちの説明は午後から

にさせていただきたいというふうに思います。 

 

休憩 午後１２時０３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（髙橋和雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きたいというふうに思います。 

 補正予算の関係、川尻総務課長の補足説明が終わりましたので、次に、坂村住民課長の

補足説明をお願いしたいというふうに思います。 

 坂村住民課長。 

○住民課長（坂村暢一君） それでは、国民健康保険特別会計補正について、補足をして説

明させていただきます。 

 黒ナンバー８番、国民健康保険特別会計補正予算書の６ページ及び７ページをお開きく

ださい。 

 最初に、歳出になります。 

 ７ページ、歳出になりますが、１款総務費、１項総務管理費、一般管理費の説明欄、一般

経費、負担金補助及び交付金で、国保事業状況報告システムクラウド利用負担金２７万円

の追加ですが、これは４月から稼働している国保事業報告システムについて、元号の改正

も含めた療養給付費負担金及び財政調整交付金の計算システムを導入するための改修で、

国による全額補助とされています。 

 ６ページ、歳入を見ていただきたいと思います。 

 この特定財源として、保険給付費等交付金、下段、２節保険給付費等交付金、特別調整交

付金２７万円を追加しております。 

 歳出に戻ります。 

 ７ページをご覧ください。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、一般被保険者療養給付費の説明欄、医療費の保険者負
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担分である療養給付費３４０万６，０００円の追加及びその下段、一般被保険者療養費の

説明欄、補装具、柔道整復、針灸などの費用である療養費３７万４，０００円の追加です

が、これは当初見込んだよりも増加して推移しており、不足を生じる可能性があることか

ら追加しようとするものであります。 

 上段、６ページ、歳入をご覧ください。 

 保険給付費等交付金、上段、１節保険給付費等交付金、保険給付費交付金３７８万円を

追加し、財源の調整をしております。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋和雄君） 次に、髙島福祉課長、お願いします。 

○福祉課長（髙島啓至君） それでは、介護保険特別会計補正予算の補足説明をさせてい

ただきます。 

 黒ナンバー９番、介護保険特別会計補正予算書をご用意いただきたいと思います。 

 予算書の７ページ、歳出をお開きください。 

 上段、地域支援事業費、一般管理費の補正額２万７，０００円は、先ほど審議いただいた

議案並びに一般会計で補足説明のありました職員人件費を追加するものとなりますが、そ

の財源として、６ページの歳入、一般会計繰入金を充てております。 

 ７ページ下段、５款基金積立金、介護保険事業基金積立金の５万７，０００円の減額は、

８ページの７款諸支出金、第１号被保険者保険料還付金５万７，０００円の追加額を調整

するものとなります。 

 この保険料還付金につきましては、同世帯２名の介護保険被保険者より、過年度分の所

得について遡及申告がなされ、申告に基づく住民税の付加更生による世帯区分が課税世帯

から非課税世帯に変更されたことに伴い、介護保険料を遡及更生するもので、すでに納付

いただいている保険料との差額を追加補正し、被保険者に対して還付を行おうとするもの

であります。 

 なお、この保険料還付金に係る還付加算金については発生いたしません。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 最後になります。 

 成沢施設課長、お願いします。 

○施設課長（成沢雄治君） それでは、簡易水道事業及び公共下水道事業特別会計補正予

算について、ご説明をさせていただきます。 

 黒ナンバー１０番、簡易水道事業特別会計補正予算書の７ページをお開きください。 

 まず、歳出予算から説明をさせていただきます。 

 １款簡易水道費、１項水道経営費、１目一般管理費、説明欄中段、配水池維持管理費、需

用費の修繕２０７万４，０００円の追加は、１１月上旬に高区配水池流入流量調節計が故

障し、新たなものに交換修繕するものでございます。 

 次に、８ページをお開きください。 

 説明欄上段の簡易水道事業基金積立金は、歳入歳出の増減により、８１万８，０００円

を減額し、財源調整を行うものでございます。 

 次に、６ページに戻っていただき、歳入ですが、１款分担金及び負担金の共同施設維持

管理負担金３３万９，０００円の減額は、共同施設維持管理費の減額に伴い、それぞれの

負担割合に応じて減額するものでございます。 

 その下段、２目水道工事費負担金、２節水道工事負担金９５万９，０００円の増額は、歳
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出で説明しました高区配水池流入流量調節計の修繕に係る営農用水からの工事負担金とい

うことになってございます。 

 続きまして、公共下水道事業特別会計補正予算について、ご説明をさせていただきます。 

 黒ナンバー１１番、公共下水道事業特別会計補正予算書の９ページをお開きください。 

 下水道も歳出から説明をさせていただきます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、説明欄下段、下水道調査設計委託３７０

万５，０００円の減額は、社会資本整備総合交付金の減額及び執行残によるものでござい

ます。 

 その下段、終末処理場施設処理施設工事５５８万５，０００円の減額は、入札による執

行残でございます。 

 その下段、公課費の消費税１７７万９，０００円の減額は、２９年度の確定申告の確定

額に伴い、還付を受ける状況となったことから、全額減額するものでございます。 

 次に、１０ページをご覧ください。 

 １目浄化センター維持管理費、説明欄中段、光熱水費１２７万３，０００円の追加は、汚

水量の増加に伴い、電気使用量が増えたことによるものでございます。 

 ７ページに戻っていただき、歳入ですが、３款国庫支出金、下水道国庫補助金１，１２０

万円の減額は、社会資本整備総合交付金がカットされたことによるものでございます。 

 ４款繰入金１８４万８，０００円の追加は、歳入歳出の増減により財源調整を行うもの

でございます。 

 ８ページをご覧ください。 

 ６款諸収入、消費税還付金の増額については、歳出で説明しましたが、２９年度の確定

申告により、確定額がマイナスの２０万２，０００円となりました。 

 ２９年度の中間ですでに支払っている額が５４万７，０００円あったことから、総額で

７４万９，０００円が消費税の還付として戻ってくることとなったものでございます。 

 主な要因としましては、下水道工事費の金額が高かったことにより、収入との比較で還

付が生じたというような形になってございます。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋和雄君） これで補正予算に対する補足説明も含めて、提案理由の説明が終

わりました。 

 これから５件を一括して質疑を行いたいというふうに思います。 

 よろしいでしょうか。 

 ６番宮部議員。 

○６番（宮部修一君） まず、１６ページのまちづくり推進費のところで、花咲くコンサー

トの補助金、これ２４３万５，０００円戻るということなのですけども、先ほどの説明で

は、チケットの売上増などがあって剰余金が出たために、これだけ戻すという話だったの

ですけれども、今までですとかなり多額の予算といいましょうか、お金がかかっていたと

思うのですけれども、そこで村が補助して足りない分はある程度企業の方がその分を補っ

ていたような形だったと思うのですけども、今年はよほど、経費がかなり削減されてこう

いった余剰金が出たのか。 

 その辺をちょっと説明をしていただきたいと思います。 

 それともう１点は、これも同じくまちづくり推進費のところで、ふるさと納税のポータ

ルサイトの委託料、それと並びに使用料ですか、あと郵便料などが補正で増額されるわけ
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ですけれども、これについても、寄付者の増ということで増額ということなのですけれど

も、直近の数字でもし分かればですけれども、ふるさと納税の寄付額が今どのぐらいまで

なっているのかということを教えていただきたいのと、あと、この委託料やら使用料がこ

れだけ増額ということになると、最初、返礼品の予算が確か８００万円ほど見ていたと思

うのですけれども、その返礼品のその８００万円あたりは、まだ補充しないでも間に合う

のかなというような気もするのですけれども。 

 あと、この委託料、使用料については、ちょっと最初の見込みが少し少なかったのでな

いのかなというふうにもちょっと感じるのですけれども、そんなに寄付件数が伸びている

のかどうなのか。 

 その辺をちょっと確認したいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻総務課長。 

○総務課長（川尻年和君） 今の宮部議員の質問にお答えしたいと思います。 

 まず、花咲くコンサートでございます。 

 まず、支出の部でございますけども、当初、出演料、当初予算では１，２００万円という

ような予定しておりましたけども、ここの分に関しては約１，０５０万円というような形

で、決算で１５０万円ほど落ちている。 

 それと駐車場整備ですね。 

 当初２００万円というふうに予定していたのですけども、１２０万円というような形で、

当初予算に対して、大きなところ支出は押さえられたという部分がまずあります。 

 それと当初、チケット売上につきましては３，０００枚という予算を立てておりました。 

 今回、実際行う中で、前売り券につきましては３，６５０枚、それと当日券７０枚という

ような形で、７２０枚程度多く売れたと。 

 そういったことで、剰余金が発生しております。 

 次に、ふるさと納税の額でございます。 

 直近でいきますと、先月１１月２８日現在の数字を出してございます。 

 昨年度につきましては２，０６０万円という状況でありましたが、先月１１月２８日現

在で２，１２５万８，０００円ということで、すでに昨年度の予算を上回っているという

ことと、すでに１２月に入って多くの申し込みがありますので、そういった形で、昨年よ

り上回るというような形になります。 

 それと、ポータブルサイトの利用率につきましては、当初予算、前年度ベースで２，００

０万円の予算で支出を見込んでおりました。 

 ２，０００万円の収入によることで、ポータブルサイトの利用料を考えておりましたが、

今回、２，０００万円を超えており、そういったような中で、今回補正になっております。 

 追加しているものであります。 

 それと、返礼品につきましては８００万円ということで、納税額に対しての３割程度と

いうことになります。 

 よって、まだ今のところは予算内で間に合うというような状況であります。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ６番宮部議員。 

○６番（宮部修一君） 花咲くコンサートの方ですけども、かなりチケットが大幅に今ま

でよりも多く売れたということでありますけれども、確か今まではかなり総体の経費で３，

０００万円を超える予算がかかっていたと思うのですけれども、それだけ今年の分がどこ
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まで行っているかちょっと総体では分からないのですけれども、それにしてもかなりの金

額が掛かっているわけですけども。 

 あと、ちょっと剰余金が出てくるというのはかなりよほどの経費の削減がない限り出な

いような、今までの例でいくと決算だったのではないのかなというふうに思うのですけど。 

 ある程度村と企業側との割り振り負担みたいなものが決まっていたのかどうなのか。 

 そういったことはないのでしょうか。 

 あと総体の経費がどのぐらいかかったのか。 

 それもちょっと教えて下さい。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻総務課長。 

○総務課長（川尻年和君） まず総額ですね。 

 総体の事業決算ベースになりますけども、当初、予算額では３，９００万円というよう

な予算を立てておりました。 

 決算では約３，７００万円、３，６９１万７，０００円というような形で下回ってきてい

るわけなのですけども、企業側からの協賛金という部分につきましては、昨年よりも実際

少なく入ってきております。 

 しかしながら、チケットの売上も伸び、そういったような形で、昨年ですと約２，０００

枚程度のチケット売上だったのですけども、それよりも大幅にチケットが売れている。 

 そんなようなことも含めて、チケット売上によって七百数十枚ですか、増えることによ

って剰余金が発生したということになります。 

○議長（髙橋和雄君） 企業との負担割合が決まっていたのかどうなのかということはど

うですか。 

○議長（髙橋和雄君） 山崎副村長。 

○副村長（山崎恵司君） 寄付をいただいている企業からの負担割合というのは特に決ま

っているものではございません。 

 企業の方からの意向で、これだけの金額ということで寄付があって、それをもとに村か

らの補助金を算出しているというようなイメージでございます。 

 ですから、最終的にそれを精算掛けるのは、村の補助金という形になってございます。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ４番中西議員。 

○４番（中西千尋君） 同じくふるさと納税の件ですけれども、昨日ぐらいの新聞で、ふる

さと納税の他町での７割減という町村が出てきているのですけども、今見ますと、うちの

町村は、先ほどの数字ではそんなに落ちていないということですけれども、３割までの上

限になって７割減、そして返礼の方も、入って来る方も６割とかというそんな数字が出て

いますけれども、今お答えいただいた中札内村ではそういう現象は起きていないか、ちょ

っとお伺いします。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻総務課長。 

○総務課長（川尻年和君） 返礼品の関係です。 

 当村においては、もともと３割というような形でやってきております。 

 ですから、そういうことの３割になったからということで、その辺減額になっていると

いうことではございません。 

 今回、私どもの方で伸びた要因といいますか、関係ですが、今までふるさとチョイスと

いうところのサイトのみでやっておりましたが、今年度から、さとふる、もしくは楽天と
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いうところに登録してやってきている。 

 その辺のところも大きいのかなというふうに考えております。 

 併せて、ふるさと返礼品もちょっと工夫しながらやってきている。 

 そういうようなところです。 

○議長（髙橋和雄君） ４番中西議員。 

○４番（中西千尋君） 他町村の、報道だけでしか資料はなかったのですけども、７割減と

かということの減少は当村では今のところ、若干の増を考えているような見込みですか。 

○議長（髙橋和雄君） 山崎副村長。 

○副村長（山崎恵司君） 先ほどの説明の中で２，０００万円、昨年２，０００万円という

のは１１月、同じ同時期の比較ではなく、昨年度でしたら１年間を通して２，０００万円

という決算だったのですよね。 

 ただ、今１１月２８日時点でもう２，０００万円を超えていますので、逆に増えている

と。 

 これから何カ月かまだありますし、そういう面では伸びているということですね。 

 ですから、新聞報道にあるような７割減というような状況が本村にあるかということで

あれば、逆に伸びている状況ですということでございます。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） それでは何点かお聞きをいたします。 

 まず１２ページの説明欄の一番下ですけども、庁用備品として５８万９，０００円の追

加ということですが、今の時期に改めて追加するという理由と、その中身を教えていただ

きたいと思います。 

 それから、１９ページの福祉灯油の関係ですが、単価アップによって５，０００円から

２万円に１世帯当たり増やしたということですけれども、５，０００円から２万円という

何らかの基準というのかな、何リットルの分でこうだから、５，０００円を２万円にした

かという何かあると思いますので、それの根拠と、支給の世帯数かな。 

 何戸見ているのか、改めてお聞きをしたいなというふうに思います。 

 それと、２３ページの同じく中札内保育所園費の上の方に同じく備品ですけれども、改

めて７１万３，０００円の追加ということですから、この辺の内容を伺いたいというふう

に思います。 

 それともう１点いいですかね。 

 ３１ページの説明欄の中段にあります公有財産購入費、土地購入費３０万４，０００円

ということですけれども、場所も含めたこの３０万４，０００円の内容をお聞きをしたい

というふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻総務課長。 

○総務課長（川尻年和君） まず、庁用備品でございます。 

 ５８万９，０００円の追加ということなのですけども、こちらの方につきましては、昭

和６３年に購入した、約３０年間使ってきました役場庁舎にある裁断機ですね。 

 こちらの方が油漏れなどで破損していると。 

 修理も試みましたけども、修理ができないというような状況になったため、今回、５８

万９，０００円を追加して購入するものであります。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 
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○福祉課長（髙島啓至君） ２点目の福祉灯油の基準の関係でございます。 

 支給に当たって基準を設定しておりまして、毎年１１月１日の実勢単価と申しますか、

それで判断しております。 

 当年度遡って３カ年の平均の金額と今年度の１１月１日のどのぐらい上昇率があるかと

いうことで、あらかじめ金額を設定させていただいておりまして、細かい話ですけどいい

ですか。 

 ５％未満ですと５，０００円を支給する。 

 ５％を超えて１０％未満ですと１万円を支給する。 

 １０％を超えて２０％未満であれば１万５，０００円を支給する。 

 ２０％を超えると、一律ですけど２万円を交付するということにさせていただいており

ます。 

 本年度につきましては、１１月１日が１０２円という単価が出ておりまして、これまで

過去３カ年の平均としては７１円３０銭ということで、上昇率を見ると４３％ということ

なので、２０％以上ということで２万円を支給することにさせていただきました。 

 世帯数ですけども、予算の段階では２６０世帯を見込んでおります。 

 実際のところ、課税状況等を調べさせていただいたところ、今のところ二百四十数世帯

ありますけども、ただ、この中には未申告の世帯だとか含まれておりませんので、２６０

の中で納まるかなということで考えております。 

 次に、３点目の保育園管理費、備品購入費７１万３，０００円ですが、これにつきまして

は、保育園に常備しています除雪機、ちょっとメーカーがヤナセということで、特殊なメ

ーカーでございます。 

 使用自体がもう二十数年という長い年限使っておりまして、今どきない軽油タイプのも

ので、それのキャタピラが壊れておりました。 

 壊れたきっかけは、今年３月の大雪のときです。 

 それ以降、予算に計上しておりませんでしたが、修理できる業者等々探していたのです

が、十勝管内において修理できる業者、部品を取り寄せれる業者がないというのが発覚し

まして、もう一方の方法として、特注でつくるという方法。 

 これもちょっと検討したのですが、キャタピラつくるのに十数万円かかるということで、

古い機械にそれだけお金かけるのであれば更新しようということで購入したく補正予算と

して上げております。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野産業課長。 

○産業課長（尾野悟里君） それでは、４点目の村有林管理費の土地購入費の部分につい

てでございます。 

 まず、購入を予定しております土地の住所につきましては、西札内１８２番という住所

になります。 

 地目につきましては山林ということで、購入を予定しております面積については３，０

３７平方メートルということで、１林小班分を購入しようというふうに考えております。 

 所有者の方は帯広市に在住の方という形になっております。 

 購入に係る経緯も含めてご説明したいというふうに思いますけれども、こちらの土地に

つきましては、北側に村有地、村有林の土地に隣接している土地になるのですが、村有林

側の沢から、一昨年の台風以降、土砂が流れ込んでいまして、この私有林の中に土砂が堆

積しているというような状況になってございました。 
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 当初、土砂の撤去の方も含めて、所有者の方とはお話をしていたところなのですけれど

も、ちょうどこの山の北側一帯が村の村有林になっておりまして、ちょうどその村有林が

大体６９．０４ヘクタールぐらいあるのですが、実際は昭和の６１年ごろから平成５年ご

ろに植栽をしているのですけども、多くが平成元年、平成２年に植栽している村有林でご

ざいまして、間伐の時期が近付いているということもございます。 

 今後、作業道も含めて整備していく必要があるというふうに考えておりまして、今回、

所有している１林小班の方を村の方で購入させていただいて、堆積している土砂も活用し

ながら、今後作業道の整備等を進めていきたいということで、購入の予算を計上させてい

ただいております。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 大体分かりましたけども、福祉灯油の関係ですが、ちょっと不勉強

で分からないのですけども、支給世帯は７０歳以上の老人世帯というのかな、６５歳だっ

たかちょっと忘れたのですが、それの非課税世帯だというふうに思うのですけども、そこ

ら辺の対象世帯について確認をしたいなというふうに思います。 

 それと、３５ページの補足説明でもありましたけども、道路改修費の７４０万９，００

０円ということですが、調査設計の方で１８２万円かな、減額ということです。 

 説明を聞きますと、確定によってそれだけの金額が下がったというこういう説明ですけ

ども、何か当初６５０万円に対して１８２万円ということで大幅に減っているものですか

ら、そこら辺の当初、３１年度の二つの橋の測量等の調査設計ということの当初予算の内

容と、あるいは、舗装路面については、当初６５０万円で１８２万円の減額ということで

すけども、そこら辺の請負させる橋の数だとか道路の延長だとかということで減っている

ことに伴って、この減額が大きくなっているのかなということでちょっと推測するもので

すから、単なる実績で入札の結果落ちた額ではないのかなという、ちょっと推測するもの

ですから、そこら辺の説明をお願いをしたいというふうに思います。 

 それと、３７ページの十勝広域消防事務組合負担金４８万９，０００円の増ですけども、

この内容。 

 それから、４１ページの体育館管理委託の７５万９，０００円の追加した内容について

教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） 福祉灯油の支給世帯の基準ですけども、まずは村民税の非課

税世帯であること。 

 先ほど７５歳と言われたのですが、高齢者のみで構成されている世帯もしくは独居の老

人世帯ということなのですが、対象は６５歳以上です。 

 あとは、まだあるのですが、障がい者手帳をお持ちの世帯、世帯構成員の中に手帳をお

持ちの方がいれば対象としております。 

 あと、ひとり親世帯、それと生活保護世帯の以上です。 

○議長（髙橋和雄君） 成沢施設課長。 

○施設課長（成沢雄治君） 道路改修費の調査設計委託の減額の部分でございますが、事

業量を減らしたということは一切ございません。 

 あくまでも当初の設計に対して入札で下がった金額ということでございます。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻総務課長。 
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○総務課長（川尻年和君） 十勝広域消防事務組合の負担金４８万９，０００円の追加で

ございます。 

 こちらの方につきましては、消防車両の故障による照明の交換ということになります。 

 よって４８万９，０００円を追加するものであります。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部教育次長。 

○教育次長（阿部雅行君） 体育館管理委託の増額についてご説明申し上げます。 

 この増額につきましては、重油単価の高騰により７５万９，０００円追加させていただ

きました。 

 当初予算、重油３万リットル掛ける７１円なのですけども、現状、平均いたしますと２

６円程度の値上がりでこれまで来ていますので、ちょうど２６円掛ける３万リットルで７

８万円の増になります。 

 これが３月まで見込みとして足りなくなる見込みでしたので、今回、追加させていただ

きました。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 今答弁ありましたけども、まず３５ページの関係ですけれども、事

業量が変わっていないということは分かりました。 

 それですと、それにしても確定に伴う若干の減というのは執行残で分かるのですけども、

調査設計委託については、当初６５０万円計画していたものが１８２万円ということで、

かなりの額減額になっていますよね。 

 それで私もそういうことを想定して、何か事業量が減ったのかなというお聞きをしたの

ですけども、執行でそれだけ減ったということですから、特にその辺の事業量が変わらな

いで減額となった理由というのは何かあるのでないのかなというふうな気がするのですけ

ども、その辺の見解を教えていただきたいなというふうに思います。 

 それと、今、体育館管理委託の７５万９，０００円の追加ですけども、燃料については分

かりましたけども、燃料もこの委託の中に入っていたのですかね。 

 これは燃料ということになれば、光熱水費で村の方から直接お金をやりとりしていた額

でないかなというふうに思うのですけども、ちょっと私の勘違いかどうか確認をしたいと

いうふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 成沢施設課長。 

○施設課長（成沢雄治君） まず、工事の委託の関係ですが、１８２万円の減額について

は、橋梁長寿命化の事業測量調査設計委託でございます。 

 当初３８０万円を予定していて、入札額が１９４万４，０００円ということで、５１．

２％の入札率なのですね。 

 私もこれだけ減るということは、何か状況があるのかと。 

 最初の予算組むときに、ルール上何かあるかなということで担当の方には確認していま

すが、道単で基準のルールで予算を弾いておりますので、下がった分についてはあくまで

も企業努力としか言いようがないということで、中身の確認というのでしょうか、どこが

どうのということは確認ができていません。 

 あくまでも企業努力によって、入札ですので、落ちたということでご理解をいただきた

いというふうに思います。 

 もう１点の６８万９，０００円の減額についても、これについてはここの記載のとおり
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の業務名でございますが、ここの部分については６５０万円の当初予算に対して、５８１

万４００円の入札率ということで８９．４％の入札率ということで、ここについてもあく

までも入札による執行残ということでございます。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部教育次長。 

○教育次長（阿部雅行君） すみません、先ほど説明不足で申し訳ありません。 

 体育館につきましては、社会福祉協議会に指定管理委託しておりまして、その中で、一

般的な管理のほかに、このような事業費として光熱水費、その他小破修繕料、消耗品等な

ど含めて指定管理の委託の中に入っております。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 先ほど福祉灯油のことでご質問があったかと思いますけれども、

私の方からも１、２点お願いしたいと思います。 

 その福祉灯油、２６０世帯ぐらいあるのかなというような内容だったのですけど、これ

は１件１件きちんと通知を出して該当者ですよという案内を出されるのかと思いますけれ

ども、そういう形でやられるのかということと、昨年も福祉灯油のこのような支援があっ

たかと思うのですけども、去年については全員がそれを利用したというか、そういう人が、

世帯に通知をした人が全員利用したかということを聞きたいのと、灯油券なのかなという

ように思いますけれども、灯油券で支給をするのか、それとも何らかの、現金なのかそこ

ら辺の支給する内容ですね。 

 それについてお伺いします。 

 それと、次のページの２０ページの障がい者福祉費で、先ほどちょっと説明もありまし

たけども、南十勝こども支援センターのところで２０４万８，０００円の追加があります。 

 これは人事異動によって人件費が増加したという内容のご説明だったかと思いますけれ

ども、これは一人の人の異動でこの金額なのか。 

 複数でこの金額なのかということをお知らせいただきたいと思います。 

 それとあと、その下に扶助費の中で介護給付費として６４８万１，０００円と、訓練等

給付費で２７６万円ほどありますけれども、先ほどの説明の中では、重度の介護者の負担

増ということと、訓練等の給付費の増員があったという説明だったかと思いますけど、そ

の内容について、もう少し、どれだけ当初予算人員だったのがどのような人員が増えたの

かというその内容について、もう少し詳細に教えていただければと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） まず１点目の福祉灯油の関係です。 

 通知を出して案内するのかというご質問だったかと思いますが、本日、補正予算通った

段階で、週明けにでも対象世帯にはここに通知をさせていただく予定にしております。 

 ちょっと間に合わないかもしれないのですが、広報の方でも忘れないですかという追加

の確認なども年明けにさせていただきたいなというふうに考えています。 

 昨年の利用状況ですね。 

 昨年は、対象世帯が２４４世帯で、実際に支給した世帯は２３４世帯でした。 

 こちらで把握していた１０世帯の方からは申請が上っていないという状況です。 

 支給的には５，０００円でしたので、世帯数掛けまして１１７万円を実際に支給させて

いただいており、９月の決算でも出ていたのですが、決算額は１１４万４，５００円とい

うことです。 
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 未使用分としては、２万５，５００円分が、券を配ったのだけども使われていないとい

う状況です。 

 あとは、灯油券以外のものはないのかという質問だったかと思いますが、本年度も灯油

引換券というか灯油券のほかに、商工会で出しております共通商品券ということで、選択

制ではなく、灯油を使っている世帯には灯油券。 

 電気だとか石炭、薪、そういった部類については商品券でお渡しする予定です。 

 大きな２点目になります。 

 ２０ページの南十勝こども発達支援センター負担金の関係です。 

 人事異動という説明だったのですが、実際に町の方から保健師、正職員が異動してきた

のと、もう一人異動して、合計で２名の異動に係る分として増額になっております。 

 ただ、広域でやっておりますので、人口割その他諸々ありまして、一律ではなくて負担

割合に応じて、中札内村は２０４万８，０００円という金額になってございます。 

 大きな３点目です。 

 扶助費の関係です。 

 まず、介護給付費６４８万１，０００円の増です。 

 これにつきましては、在宅で重度訪問看護を受けなければならない方がお一人います。 

 この方に対してのヘルパ―サービスの給付額として不足を生じるものですから、今回増

額させていただこうと思います。 

 次に、訓練等給付費です。 

 こちらについては大きく分けて二つございます。 

 まずはグループホームの利用。 

 こちらの方が１０名でしたが、年度当初１０名だったのですが、１名増えまして１１名

になったということで給付費が増加しております。 

 もう１点、就労継続支援Ａ型事業所という事業所があります。 

 うちで言えば米山さんのところでやっている事業所になりますけども、雇用契約を結ん

で一般就労みたいな形で障がい者が就労できるという施設。 

 帯広にも何件かこういう施設がございまして、そちらの利用者が当初４名だったのが６

名というふうに増員しておりますので、必要額として今回増額させていただきました。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 先ほどの福祉灯油のことで、去年は２３４世帯、それで１０名が未

使用だということの内容だったと思いますけれども、その未使用な人たちに何らかのアプ

ローチはしたのかどうか。 

 そのまま、広報では使用してくださいという案内は出したかと思うのですけれども、そ

うではなくて、個人的にもう期限が切れますから利用してくださいというような内容のも

のを出して行ったかどうかということもちょっと確認させてください。 

 それと、先ほどの障がい者福祉費の中で、介護給付費の当初の人、在宅重度の人たちの、

重度の人が１名増えたことによって、これは一人に対して介護給付費として６４８万１，

０００円という金額として捉えていいのでしょうか。 

 １名に対して六百何十万円ですね。 

 それとあと、訓練等給費費として二つあって、グループホームが１０名が１１名になっ

たということで１名の増員ということで、重度の施設に行っている人が、４名が６名にな



 - 40 - 

って２名増加になったということで、このような金額になったという理解なのですけれど

も、これからもこういうようなことが想像されるので、この金額にかかるお金というのは

段々負担が重くなるなというような印象を受けたのですけれども、もう一度確認で、この

内容についてご説明ください。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） 福祉灯油の昨年度の未使用の方、二万五千なにがしというこ

とで説明させていただきました。 

 昨年については、広報で周知した以外はさせていただいておりません。 

 なぜかというと、使っていない方が分からないからです。 

 それと、その方がどこかにしまい込んで忘れているのか、例えば、洗濯物と一緒に洗濯

して紛失してしまっているのかも分かりませんので、ちょっとやりようがないという現実

があるのも多少ご理解いただければなというように思っております。 

 次に、障がい者の扶助費の介護給付費の関係です。 

 在宅重度の方、人数の増加ではございません。 

 今現在お一人の方、ただ、２４時間体制で見守り、介助、身の回りの世話ということでさ

せていただいております。 

 このヘルパーに付く方の人材というところでもなかなか対応できる、可能な事業所さん

がないものですから、今お願いしている事業所さんの方で、若手というか新人の方を育成

して人数を増やすという努力もされていただいております。 

 このため、もともとやっている方にサブで付くような形で勉強期間というのも村の方で

支給の対象にしていかなければならないというのもありますので、そのために増額になっ

ているという理由も併せてございます。 

 それと、給付費の増加ですね。 

 障がい者に限ってでないのですが、毎年、障がい者の方が特にそうですが、一人の単価

というか、サービス単価が高いものですから、必要な時期、足りないなというふうに思っ

た時期にこれまでも、過去追加だとかというふうにはさせていただいております。 

 実際、障がい者給付費にあたる金額は年々１，０００万円以上増額増額というのがこの

間続いておりますので、これから先も、例えば、今、若いまだ未成年の方が成長していっ

て、中札内にお住まいになるということになれば、年々これからも増えていくというふう

に見込んでおります。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 そのほか。 

 ７番中井議員。 

○７番（中井康雄君） それでは１点だけですけども、３２ページ、札内川園地防護フェン

スの設置工事、マイナス３１７万４，０００円、これはあそこの滝見橋のところと、それと

函の沢でしょうか。 

 あそこの黄色いロープ張ってあったところ全て防護フェンスが設置が終わったというこ

とで理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野産業課長。 

○産業課長（尾野悟里君） 札内川園地の防護フェンスの部分につきましては、今年度予

定していた部分につきましては、すでに設置の方を終了しているということでございます。 

○議長（髙橋和雄君） ７番中井議員。 
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○７番（中井康雄君） フェンス、あそこの函の沢のところの川のところに土嚢でしょう

か。１トンパックになるのかな、何個か積み上げられたのですけども、そこら辺について

はあのままの現状なのでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 成沢施設課長。 

○施設課長（成沢雄治君） 函の沢、河川ですので、施設課の管理になります。 

 今年度については応急処置ということで、既存にあるものを置かせていただいて対応を

させていただいています。 

 ３１年度に改めてどういうような形がいいか、今検討しているのですけども、いい方法

を考えて、３１年度予算組んで河川の改修をしていきたいというふうには考えております。 

○議長（髙橋和雄君） ７番中井議員。 

○７番（中井康雄君） 函の沢の方の川のところの黄色いロープ張ってあったところのフ

ェンスの、これは完全に、あそこはやっていないというふうに捉えていいのかな。 

 それと、今のお話ですけども、なるべく早く、何と言うのでしょうか、土嚢を積み上げて

あるのもどうかなと思うので、できるだけ早く処置をする方がいいのかなというふうに思

いますが、そこら辺のことはどうでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野産業課長。 

○産業課長（尾野悟里君） 今年度、札内川園地防護フェンス設置工事で、予定していまし

た設置箇所につきましては、大型バンガローが設置している前側の札内川の流域に面して

いる部分に設置しているのと、併せて、上の方のぴょうたんの滝の元滝見橋があった部分

の手前側ですけども、そちらの方も観光客が立ち入るということで、今回防護フェンスを

設置していますので、元々当初予算で函の沢の部分には設置の方は考えていなかったとこ

ろでございます。 

○議長（髙橋和雄君） 成沢施設課長。 

○施設課長（成沢雄治君） 河川の護岸の整備につきましては、先ほども言ったように、パ

ックについてはあくまでも臨時的ということで答えさせていただきましたが、根本的な解

決が必要ということで、いろんな方法があるということは今検討しているところなのです

ね。 

 効果が得られるのがどれなのかということを最終的には判断しながら、ある程度の予算

を今見込んではいるのですけども、決めかねているところもあるので、そこは予算時まで

にしっかりまとめて提出はしていきたいなとは思うのですけども、そういったことで、河

川ですので、工事をするとすれば渇水期にやらなければいけないということになりますか

ら、例えばやるとしても、１年後の冬ごろにならざるを得ないかなというのは思っている

ところでございます。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 そのほか。 

 よろしいですか。 

 質疑がないようですので、質疑を終わらせていただきたいというふうに思います。 

 これから１件ずつ討論を行いたいと思います。 

 最初に、議案第７０号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 
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 議案第７０号、平成３０年度中札内村一般会計補正予算についての採決を行います。 

この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第７０号は、原案のとおり可決されました。 

議案第７１号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 議案第７１号、平成３０年度中札内村国民健康保険特別会計補正予算についてを採決い

たします。 

この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第７１号は、原案のとおり可決されました。 

議案第７２号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

議案第７２号、平成３０年度中札内村介護保険特別会計補正予算についてを採決いたし

ます。 

この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第７２号は、原案のとおり可決されました。 

議案第７３号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

議案第７３号、平成３０年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予算についてを採決い

たします。 

この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第７３号は、原案のとおり可決されました。 

最後に、議案第７４号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 
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議案第７４号、平成３０年度中札内村公共下水道事業特別会計補正予算についてを採決

いたします。 

この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第７４号は、原案のとおり可決されました。 

本日の日程はすべて終了しました。 

１２月１４日まで休会とし、本日はこれで散会をいたします。 

 

 散会 午後 ２時０４分 


